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平成8年6月28日 

東京者I5豊島区立区民住三宅条伊リ‘2フー看B己文正三 

1 改EQ理由 

'1柳陽春D居伽D用に供するため、新たに1 

行う。 

 

を設置することに伴し、条伊恒）整備を 謝I‘吐 

 

2 改E点 

東京者瞳島区立区殿誓課航第珠呂俵に、新たに設遣する「東京都豊島区立ソシェ献也

袋」をう胤trする。 

3 合宅の概

新たに鑓する 

   

よ次のとおりである。 .烏‘叫-' 

 

農
 

   

住宅の名称 区 立 ソ シ エ 南 池 袋 

位遣（住居表示）! 豊島区甫I蟻2丁目9番12号 

敷 地 面 積 720. 	48n 

借上延床面積 3, 	826. 	80i? 

構造・棟数 SRC造 地下1階・地上12階 

規格・借上戸数 

56・ 78d 	2LDK 	2戸 

62. 78nf 	3 	DK 	45戸 

計 	47戸 

そi糠予定年月 

のら・………・ーー一一・一一 

価入居予瀞朗 

sl城8年10月

平成9年 2月 

1 



4 使用料 

隣十琳1 

内において、碑）博 

一
 

ニ
【
一
 

こ基づき、省令第二1条に魁，るところにより寛士Iした~ 

F・：Il,I ’，缶 

区立ソシエ融 4 7戸 

（側側/nf 2,318円） 

( 	) 
床面積 

戸 	数 

使 用料 

2LDK 
56. 	78nf 

2
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円
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3DK 
62. 	78nf 

45戸 

145,500円 

糾伊 ー・g 一ごゾを乗じた額（百円未満り胎てる。）とuそロ准瞬帰者負

購I:：「＝と違 d。ーお声’、を寸鰍とする1. 05のべき勲乗じて得た額（百 
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PI繍切捨てる。）とする。 

収入分位 所 得 の 区 分 当れ卵：レ＝主 -.霧“'* 

ア
  

25~4（罵 190,00(）円以上 	263,000円以下 78,400円 

イ
  

4(）一、奴罵 2臓（駅）円を超え 317, 0O(）円以下 92,600円 

ウ
  

5O60% 317, 00(）円を超え 384,0x）円以下 111,300円 

エ
  

60-'-7(溺 384(X）円を超え 469,000円以下 134,100円 

オ
  

70-峨場 469ぶ）0円を超え 582,00(）円以下 156,100円 

＊区民住発口琢明舛鵬妥房碍額は、I' 	 琳内となっている。 

収入分位とは、 a 頭 二ぎンロョ維‘ 1ュ熟こ基づき全世帯を沸親蔵こ並べ、各世勘《下から

何％4畑こ位遣しているカを示した細をいう。伊呪ば、仮に世撤を100とすると

収入分位2 5%'-8 0％というのは脈昌が下から2 5-'8 0番目の世帯を麟kすること

となる。 



6 タイプ男I艶秤In与主良准 三二 

条購一f三緋3卿柳こより』断i規旦悌」玉条に基づき集セされる額は、次のとおり 

であるただし、と一：馴i,'‘師l級E',; ’『ml'J三 ‘’る場合lお F・nl．‘り．rとする。 n
 
"
 

'
 

白
勺
 

（区立ソシェ融） 

翻議叫 0. 	92251 0. 	96251 

a寄寺i￥ 56. 	78nf 62. 	78n? 

穆闘区分 入居者負担額 入居者負担額 

ア 72,300円 75,400円 

、イ 85, 400円 8
 
9
 

1・
」
 

0
 
0
 

円
 

ウ 102,600円 107,100円 

エ 123,700円 129,000円 

オ
  

131,600円 145,500円 

3 



7 区民住宅の利用者負担額の算定方法 

当初利用者負担額（A) ＝ 当初利用者負担基梅 (B)×調樹旨数（C) 

(A) 当初利用者負担額 

L タイプ別に当初利用者が入居時に負担する額 

(B）当初利用者負担基梅 

艇優良賃貸住宅の世卿D促進に関する法律施行令第二条第1号及び 2号に規定する建設大臣

が定める算定の方法により定める概 2頁の5の表を参照、 

(C）調樹旨数 

当該区厭主宅の規模（専用床面積）・立地条件等を勘案して、法糊予令第二緋1号及び第2 
号に規定する趣大臣が定める幾の方法定方法の告示にしたがい、下記により求める。 

3頁のBタイプ別当初利用者負担額一覧を参照 

調整指数 ＝ 規樹旨数＋立脅肘旨数 

一―-（規側旨数） ・ 

「 戸当たりの実専用床面積 〕 

調軸数 ＝i0.5 × 「＋ 

、 桝床頂潰（75n0 J 

（立地指数）一ーー→ 

1 0 glO(LP1) 
0.5 x a9×区市町村基準係数× 

 

+0. 1×最寄り駅からの距離係数 

1k重以内 1. 0 
1k魂 0 

 

 

(1.10) 	1 oglO(LP2) 

（注1) LPlは、当該区民住宅の所在する土地に最も近接する住宅地の公示価格又は桝価格 

（注2) LP2は、当該区民住宅の所在する区の最も上位の住宅地の公示価格又は榊価格 



8 ソシェ南陣利用者負担額（予定） 

(1) Aタイプ 5 6. 78nfの場合 

ソシエ南雌 
Aタイプ（56. 78n1) 	2戸 	使用料 	131, 600円 

所得区分ア 所得区分イ 所得区分ウ 所得区分エ 所得区分オ 

初 年 度 7z3加 85, 400 102, 600 ずい 123.700 131,600 

2 年目 75,900 89, 6加 107,700 129,800 

3 年目 m, 7叩 94, 100 113,100 131.600 

4 年目 、 88 600 98,800 118,700 “ 	二 

5 年目 87. 800 103,800 124, 700 

6 年目 92,200 1
 
0
 
8
 

,
 
伽
  

130,900 

7 年目 96, 8(刃 114,400 131.600 

8 年目 101.700 120, 100 

9 年目 106,800 126, 100 

10 年目 112,1加 131, 600 

11 年目 117,700 

12 年目 123,600 

13 年目 129, 800 

14 年目 131,600 

15 年目 

16 年目 

1 年目 

18 年目 

19 年目 
り“ 

20 年目 

＊利用者負担額が使用料額を超えることとなった場合は、使用料額を納入していただきます。 



(2) Bタイプ 62. 認武の場合 

Bタイプ（62. 78n1) 45戸 使用料 	145, 500円 
ソシエ南池袋 

所得区分ア 所得区分イ 所得区分ウ 所得区分エ 所得区分オ 

初 年 度 "
I
 

5
 
如
  

89, 100 1加，1加 129,000 145, 500 

2 年目 79,l加 93, 500 112,400 135,400 

3 年目 83,100 9&200 118,000 142, 200 

4 年目 幻，2加 103, 100 123,900 145,500  

5 年目 91,600 1昭，3加 130,100 

6 年目 96,200 h1a 700 136,600 

ワ
ー
 
 
年
 
目
 

 
101,000 119,400 143, 500 

8 年目 106,000 125,300 145,500 

9 年目 111,400 131, 600 

10 年目 116,900 138, 200 、 、 

11 年目 122,800 145, 100 

12 年目 12& 900 145, 500 

13 年目 135,400 

14 年目 142, 100 

15 年目 145, 500 

16 年目 

17 年目 

18 年目 二て 二 	
ー 二 

19 年目 

20 年目 

＊利用者負担細喉用料額を超えることとなった場合は、使用料額を納入していただきますビ 
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、ノシュ二1津訂7t包袋 案 I大I 区I 

位置( 据表示） 
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外廊下 

群タイプ間取り図 合りう専用面積 62.78nf 
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